
京都市告示第   号 

 生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」

という。）による医療支援給付のための医療及び施術を担当する機関から，生活保護法第 

５０条の２及び第５１条第１項（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例に

よる場合を含む。）の規定による事業の廃止等の届出がありました。 

  平成２９年８月１４日 

京都市長 門川大作   

医療機関廃止 

名   称 所   在   地  廃止年月日 

医療法人透生会 北白

川クリニック 

左京区一乗寺築田町９１番地 平成 29 年 6 月

25日 

きの小児科医院 右京区嵯峨鳥居本仏餉田町２０番地５ 平成 29年 7月 

2日 

おちあい医院 東山区東大路通松原上る辰巳町１１１ 平成 29 年 6 月

30日 

もり小児科クリニック 伏見区桃山町遠山６９番地スキップコート 

２Ｆ 

平成 29 年 6 月

30日 

医療法人忠生会 ＤＣ

もり歯科 

右京区西院追分町２５－１イオンモールハナ

３Ｆ 

平成 29 年 6 月

30日 

花井歯科医院 伏見区深草稲荷榎木橋町２１ 平成 29 年 6 月

30日 

一貫堂薬局 京都鞍馬

口医療センター前店 

北区小山下総町５番地の１ 平成 29 年 6 月

30日 

オーツカ市立病院前薬

局 

中京区壬生東高田町６２ 平成 29 年 6 月

30日 

みどり調剤薬局 西京区山田車塚町１５－３ 平成 29 年 7 月

24日 

 

 

 

２９２



医療機関休止 

名   称 所   在   地  休止年月日 

竹田医院 北区紫竹下緑町８５ 平成 29年 7月 

1日 

 

医療機関名称変更 

変更前名称 変更後名称 所在地 変更年月日 

医療法人社団 佐藤耳

鼻咽喉科気管食道科医

院 

医療法人社団 佐藤

耳鼻咽喉科医院 

左京区北白川東久保田

町１番地 

平成 29年 7月 

1日 

 

医療機関所在地変更 

名称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

訪問看護ステーション

にしお 

右京区太秦西野町 

１５番地３５ 

右京区太秦西野町１５

番地１０ 

平成 28年 2月 

1日 

 

施術者廃止 

施術者名称 所在地 施術所名称 廃止年月日 

矢藤 崇 山科区椥辻草海道町

９－１ 

やとう鍼灸整骨院 平成 25年 11月

30日 

前田 秀朗 山科区音羽野田町１

５－９ハヤシスタジ

オビル１Ｆ 

あんず整骨院 平成 29 年 7 月

16日 

 

施術所名称・所在地変更 

施術者 変更前名称所在地 変更後名称所在地 変更年月日 

吉留 巳雅 「動」かたおか鍼灸整骨治療

室中京区要法寺前町７０７

ＣＨＩＤＡビル２Ｆ 

「空」よしとめ鍼灸整骨院

中京区恵比須町５３４-１

５ＪＡＰ-ＢＬＤＧ３Ｆ 

平成 29年 7月 

1日 



施術者 変更前名称所在地 変更後名称所在地 変更年月日 

水野 恭司 水野鍼灸院西京区牛ケ瀬堂

田町１００ 

水野鍼灸治療院西京区牛

ケ瀬弥生町３５ 

平成 25年 11月

1日 

 

 （保健福祉局生活福祉部生活福祉課） 


